
症状 出席停止期間

急な発熱、頭痛、悪寒、関節痛、
全身倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み

発症後5日経過し、かつ解熱後3日経過するまで

短く激しい咳が続く
特有の咳が消失するまで。または、5日間の

適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで

発熱、咳、鼻水、目やに、結膜充血、
頬の内側にコブリック斑（白色）

解熱後3日を経過するまで

耳下腺の腫れ、発熱、嚥下困難
耳下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、

かつ全身症状が良好になるまで

発熱、発疹、耳の後ろ・首・わきの下などの腫れ、
咳、結膜の充血

発疹が消失するまで

発疹→水疱→痂皮（カサブタ）・かゆみ すべての発疹が痂皮（カサブタ）化するまで

咽頭結膜熱（プール熱） 高熱、のどの痛み、結膜の充血、首のリンパ節の腫脹 主要症状の消失後２日経過するまで

流行性角結膜炎（はやり目） 目の異物感、目やに、結膜の充血 結膜炎の症状が消失するまで

ウイルス性胃腸炎 吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱 症状が消失し、普段の便の回数になるまで

目の痛み、結膜の充血、結膜下出血、目やに

水様下痢、腹痛、血便、尿量減少

慢性的な発熱（微熱）、咳、疲れやすい、食欲不振

発熱、頭痛、嘔吐、急速に重症化する場合あり

　　　　　 

　こども園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、
一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について登園許可証の提出をお願いします。
　感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が、集団での保育生活が可能な状態となってからの
登園であるようにご配慮ください。

令和　　　　年　　　　月　　　日から病状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園可能と判断します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医療機関名　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　医師名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

※主治医様　　下記太線枠内をご記入願います。

登園許可証

　　　　　　　　光輪はさみこども園　園長殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園児氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

病名「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　医師により
感染の恐れがないと認められるまで

【登医師の記入した「登園許可証」が必要な感染症】

急性出血性結膜炎

腸管出血性大腸菌感染症
（O-157,O-26,O-111など）

結核

侵襲性髄膜炎菌感染症
（髄膜炎菌性髄膜炎）

水痘（水ぼうそう）
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流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

風しん（3日はしか）

百日咳

麻しん（はしか）

病名

インフルエンザ


